
神奈川県情報公開条例（抄） 

（会議の公開） 

第 25 条 附属機関の会議（法令等の規定により公開することができないとされているものを除

く。）は、公開する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であって、実施機関が公

開しないことを定めたとき又は当該附属機関が公開しないことを決定したときは、この限り

でない。 

(１) 非公開情報が含まれる事項について調停、審査、審議、調査等を行うとき。

(２) 会議を公開することにより当該会議の公正又は円滑な運営に著しい支障が生ずるおそれが

あるとき。 

附属機関等の設置及び会議公開等運営に関する要綱（抄） 

（会議の非公開の決定） 

第６条 情報公開条例第 25 条ただし書の規定により、附属機関が会議を公開しないことを決定

する場合は、附属機関の長が当該会議に諮って行うものとする。 

２ 附属機関は、会議の全部又は一部を非公開とすることを決定した場合は、その理由を明らか

にしなければならない。 

（公開の方法等） 

第７条 附属機関の会議の公開は、会議の傍聴を希望する者に、当該会議の傍聴を認めることに

より行うものとする。 

２ 附属機関は、会議の傍聴を認める定員をあらかじめ定めるとともに、会場に一定の傍聴席を

設けるものとする。 

３ 附属機関は、会議の傍聴者に会議資料を提供するものとする。ただし、資料が貴重、高額、

大量であるなどの理由により、会議資料を提供できない場合については、審議事項がわかる資

料の提供に代えることもできるものとする。 

４ 附属機関は、会議を公開するに当たっては、会議が公正かつ円滑に行われるよう、傍聴に係

る手続及び遵守事項を記載した傍聴要領を定めるものとする。 

（審議結果等の公開） 

第９条 所管室課所長は、会議の公開、非公開にかかわらず、会議の終了後、翌日（閉庁日の場

合はその次の日）までに「審議（会議）速報」（様式２）を、３週間を目途に「審議（会議）

結果」（様式３）を県ホームページに掲載するものとする。 

非公開情報について（神奈川県情報公開条例第５条） 

（行政文書の公開義務） 

第５条 実施機関は、行政文書の公開の請求（以下「公開請求」という。）があったときは、公

開請求に係る行政文書に次の各号のいずれかに該当する情報（以下「非公開情報」という。）

が記録されている場合を除き、当該行政文書を公開しなければならない。 

1

46044107
テキストボックス
議題１　会議の運営について



(１) 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）であって、特定の個

人が識別され、若しくは識別され得るもの又は特定の個人を識別することはできないが、公開

することにより、個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

ア 法令又は条例（以下「法令等」という。）の規定により何人にも閲覧、縦覧等又は謄本、抄

本等の交付が認められている情報

イ 慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

ウ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和 22 年法律第 120 号）第２条第１項に規定する国

家公務員（独立行政法人通則法（平成 11 年法律第 103 号）第２条第４項に規定する行政執行

法人の役員及び職員を除く。）、独立行政法人等（独立行政法人等の保有する情報の公開に関

する法律（平成 13 年法律第 140 号）第２条第１項に規定する独立行政法人等をいう。以下こ

の条において同じ。）の役員及び職員、地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）第２条に規

定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。）である場合において、当

該情報がその職務の遂行に関する情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び

当該職務遂行の内容に係る部分

エ 人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認めら

れる情報

(２) 個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号。以下「法」という。）第 60 条第３

項に規定する行政機関等匿名加工情報（同条第４項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイ

ルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。）又は行

政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第１項に規定する保有個人情報から削除した法第２

条第１項第１号に規定する記述等若しくは同条第２項に規定する個人識別符号

(３) 法人その他の団体（国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下

「法人等」という。）に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公

開することにより当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するお

それがあるもの。ただし、人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公開するこ

とが必要であると認められる情報を除く。

(４) 県の機関及び県が設立した地方独立行政法人（以下この号において「県の機関等」とい

う。）の内部若しくは相互間又は県の機関等と国若しくは他の地方公共団体（以下「国等」と

いう。）の機関、独立行政法人等若しくは地方独立行政法人（県が設立したものを除く。）と

の間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の

交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に県民の間に混乱を生じさせ

るおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(５) 県の機関、国等の機関、独立行政法人等又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する

情報であって、公開することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当

該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は

違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、県、国等、独立行政法人等又は地方独立行政法人の

財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

オ 県若しくは国等が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、

その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(６) 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供された情報であって、個人又は

法人等における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが

当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし、人の生命、

身体、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報を除

く。

(７) 公開することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安

全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある

情報

(８) 法令等の規定又は地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の９第１項の規定による基

準その他実施機関が法律上従う義務を有する国の機関の指示により、公開することができない

とされている情報
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港湾法（抄） 

（地方港湾審議会） 

第三十五条の二 港湾管理者としての地方公共団体の長（当該地方公共団体に前条第一項の委員

会が設置されているときは、その委員会）の諮問に応じ、当該港湾に関する重要事項を調査審

議させるため、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者としての地方公共団体

に、地方港湾審議会を置くものとし、地方港湾の港湾管理者としての地方公共団体に、必要に

応じ、条例で定めるところにより、地方港湾審議会を置くものとする。 

２ 地方港湾審議会の名称、組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。 

附属機関の設置に関する条例（抄） 

第１条 地方自治法（昭和22年４月法律第67号）第138条の４第３項の規定による附属機関の設

置に関しては、この条例の定めるところによる。 

第２条 執行機関の附属機関として、別表に掲げるものを置く。 

第３条 前条に規定する機関の組織、所掌事項及び委員その他の構成員並びにその運営に関して

必要な事項は、法令に特別の定があるものを除くほか、規則で定める。 

別表 

附属機関 設置目的 委員の数 

神奈川県港

湾審議会 

港湾の設置及び管理等に関する条例（昭和39年神奈川県条例第93

号）の運営及び港湾の開発に関し、知事の諮問に応じて調査審議

し、その結果を報告し、又は意見を建議すること。 

８人以内 

港湾の設置及び管理等に関する条例（抄） 

第11条 第４条第１項の規定による利用又は第５条第１項の規定による専用利用の承認を受けた

者から別表第１に定める額の利用料を徴収する。 

２～４ 略 

５ 第１項に規定する利用料の額及び前項に規定する占用料等の額の変更については、あらかじ

め神奈川県港湾審議会の意見を聴くものとする。 

3

https://www4.e-reikinet.jp/kanagawa-ken/HTML_TMP/svhtml755909938.0.Mokuji.0.0.DATA.html#JUMP_SEQ_389#JUMP_SEQ_389


港湾の設置及び管理等に関する条例の施行等に関する規則（抄） 

（港湾審議会の委員） 

第16条 神奈川県港湾審議会（以下「審議会」という。）の委員は、学識経験がある者、県議会

議員、関係市町長及び関係行政機関の職員のうちから知事が委嘱する。 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠又は補充による委員の任期は、他の在任委員の残

任期間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

（審議会の会長） 

第 17 条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務

を行う。 

（審議会の会議） 

第 18 条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数の同意で決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 

（審議会の庶務） 

第 19 条 審議会の庶務は、県土整備局河川下水道部河港課において処理する。 

（審議会への委任） 

第 20 条 第 16 条から前条までに定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が

審議会に諮つて定める。 

神奈川県港湾審議会委員名簿（令和６年６月１日時点） 

任期：令和６年６月１日～令和８年５月31日 

役 職 氏 名 主な職務 委員分野 

委員 小林 昭男 日本大学 理工学部海洋建築工学科 特任教授 学識経験 

委員 綛田 はるみ 横浜商科大学 商学部総合教養センター 教授 学識経験 

委員 鈴木 崇之 横浜国立大学大学院 都市イノベーション研究院 教授 学識経験 

委員 神倉 寛明 神奈川県議会 建設･企業常任委員会 委員長 県議会 

委員 片桐 紀子 神奈川県議会 建設･企業常任委員会 副委員長 県議会 

委員 鈴木 恒夫 藤沢市長 関係市町 

委員 小林 伸行 真鶴町長 関係市町 

委員 内藤 孝 国土交通省 関東地方整備局 港湾空港部長 関係行政機関 

オブザーバー 山梨 崇仁 葉山町長 

オブザーバー 池田 東一郎 大磯町長 
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港湾の設置及び管理等に関する条例の一部改正について 

１ 改正の趣旨 

相模湾における海上交通の拠点として、湘南港に整備した係留施設である南二号

物揚場の係留料を定めるため、港湾の設置及び管理等に関する条例の一部について、

所要の改正を行う。 

２ 施設の概要 

施 設 名：南二号物揚場（SHONAN江の島桟橋） 

構  造：重力式（一部浮体構造） 

施設延長：約50ｍ 

対象船舶：クルーズ船等（約30ｍまで） 

３ 条例改正の概要 

南二号物揚場の係留料について規定する。 

(1) 係留料の設定の考え方

利用者が経費を負担する受益者負担の原則を前提として、他の係留施設におけ

る料金設定の考え方と同様に、 

・桟橋の整備費など資産の取得に要した金額を耐用年数で割り返した減価償却費

・利用手続や清掃などに係る人件費などの維持管理費

から経費を算出するとともに、海上交通事業の実態を考慮し、係留料を設定

○ １日当たりの係留料を設定

１日当たり係留料※１ ＝（減価償却費 + 維持管理費）÷ 365日 

※１ 係留料は、船長ごとに段階的に設定

県内利用者と県外利用者の２種類を設定 

○ １時間未満の係留料を設定

南二号物揚場の完成以後、海上交通事業の利用実績では、係留時間がす

べて１時間未満に収まっていたことから、こうした海上交通事業の利用実

態に合わせて、従来の他の係留施設にはない「１時間未満」の係留料を新

たに設定※２ 

※２ 県港湾の他の係留施設の最短の単位は「４時間未満」

＊ 海上交通に利用することを目的とした南二号物揚場は、これまでの湘南港になかった新

たな施設であることから、係留料については、施設の利用実績を踏まえて定めることとし

た。令和６年３月から海上交通の運航が始まり、その実績が積まれたことから、今回の改

正により条例に規定するものである。 
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(2) 係留料の設定額

(１日) 

船長 県内在住者（１日） 県外在住者（１日） 

6ｍ以下 9,670円 11,600円 
6ｍ超6.5ｍ以下 10,880円 13,050円 
6.5ｍ超7ｍ以下 12,090円 14,500円 
7ｍ超7.5ｍ以下 13,300円 15,960円 
7.5ｍ超8ｍ以下 14,510円 17,410円 
8ｍ超8.5ｍ以下 15,720円 18,860円 
8.5ｍ超9ｍ以下 16,930円 20,310円 

9ｍ超9.5ｍ以下 18,140円 21,760円 

9.5ｍ超10ｍ以下 19,350円 23,220円 

10ｍ超 
19,350円に10メートルを超える
0.5メートルまでごとに1,210円を
加算した額 

23,220円に10メートルを超える
0.5メートルまでごとに1,450円を
加算した額 

（４時間に満たない場合） 
船長 県内在住者（４時間未満） 県外在住者（４時間未満） 

6ｍ以下 4,830 円 5,800 円 

6ｍ超6.5ｍ以下 5,440 円 6,520 円 
6.5ｍ超7ｍ以下 6,040 円 7,250 円 
7ｍ超7.5ｍ以下 6,650 円 7,980 円 
7.5ｍ超8ｍ以下 7,250 円 8,700 円 
8ｍ超8.5ｍ以下 7,860 円 9,430 円 
8.5ｍ超9ｍ以下 8,460 円 10,150 円 
9ｍ超9.5ｍ以下 9,070 円 10,880 円 
9.5ｍ超10ｍ以下 9,670 円 11,610 円 

10ｍ超 
19,350円に10メートルを超える
0.5メートルまでごとに1,210円を
加算した額×1/2 

23,220円に10メートルを超える
0.5メートルまでごとに1,450円を
加算した額×1/2 

（１時間に満たない場合） 
船長 県内在住者（１時間未満） 県外在住者（１時間未満） 

6ｍ以下 1,200 円 1,450 円 
6ｍ超6.5ｍ以下 1,360 円 1,630 円 
6.5ｍ超7ｍ以下 1,510 円 1,810 円 
7ｍ超7.5ｍ以下 1,660 円 1,990 円 
7.5ｍ超8ｍ以下 1,810 円 2,170 円 
8ｍ超8.5ｍ以下 1,960 円 2,350 円 
8.5ｍ超9ｍ以下 2,110 円 2,530 円 
9ｍ超9.5ｍ以下 2,260 円 2,720 円 
9.5ｍ超10ｍ以下 2,410 円 2,900 円 

10ｍ超 
19,350円に10メートルを超える
0.5メートルまでごとに1,210円を
加算した額×1/8 

23,220円に10メートルを超える
0.5メートルまでごとに1,450円を
加算した額×1/8 

４ 今後の予定 

令和６年11月 県議会第３回定例会に条例改正議案を提出 

令和７年４月 改正条例の施行 

6



参考資料 

港湾の設置及び管理等に関する条例の一部改正について 

１ 南二号物揚場の概要 

南二号物揚場 施設延長：約 50ｍ 

浮体 連絡橋 

スロープ

【位置図】 

南二号物揚場 

本船泊地 

本
船
岸
壁

南緑地 

【平面図】 

浮体 

連絡橋 

スロープ

南二号物揚場 

【写真】 

【写真】 

水深：- 3.6ｍ 
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２ 近傍マリーナの係留料金(船長10ｍ)の比較 

※下線は各マリーナで設定されている最短時間単位の料金（＝海上交通事業で利用した場合の１回利用当たり料金） 

１日
４時間
未満

１時間
未満

備考

SHONAN江の島桟橋 19,350円 9,670円 2,410円

他係留施設 5,580円 2,790円 ―

② 葉山港 新港浮桟橋 5,030円 2,510円 ― ・湘南港と同様

③ 大磯港 東岸壁 4,010円 2,000円 ― ・湘南港と同様

④ 真鶴港 南物揚場 3,760円 1,880円 ― ・湘南港と同様

⑤ 2,610円 ― ―
・船長8.5ｍ以下の動力付きのみ係留可能
・1回 2,610円

⑥ 三崎漁港
うらり
ゲストバース

3,100円 ― ― ・1回 1,100円(6ｍ以内)＋1ｍ毎500円

⑦ 5,500円 2,500円 1,500円

・漁港使用料 ｍ×一律100円
・浮桟橋使用料 2時間まで500円

　追加1時間毎に500円
・左記の1日料金は10時間係留した場合

⑧ 18,045円 10,827円 ―
・1泊 ft×一律550円
・4時間未満 ft×一律330円
・店舗利用で割引サービスあり

⑨ 31,759円 ― 2,887円
・1時間単位 ft×一律88円
・店舗利用で割引サービスあり
・左記の1日料金は11時間係留した場合

⑩ 7,700円 ― ―
・日帰り(30～39ft) 一律7,700円

※日帰り：営業時間内

⑪ 18,045円 10,827円 ―
・1泊 ft×一律550円
・4時間未満 ft×一律330円
・店舗利用で割引サービスあり

⑫ 3,609円 ― ― ・1日 ft×一律110円

⑬ ― ― ― ・臨時係留は原則行っていない

⑭ 7,700円 ― ―
・日帰り(30～39ft) 一律7,700円

※日帰り：9時～14時

⑮ 5,500円 2,200円 ―

・日帰り（33ft未満）一律5,500円
※日帰り：営業時間内

・2時間（33ft未満）一律2,200円
・店舗利用で割引サービスあり

⑯ 民間マリーナ　Ｉ 9,900円 5,500円 ―
・3時間以上（30～49ft）一律9,900円
・3時間未満（30～49ft）一律5,500円

⑰ 民間マリーナ　Ｊ 3,300円 ― ―
・日帰り（26～32ft）一律3,300円

※日帰り：10時～17時

⑱ 民間マリーナ　Ｋ 11,000円 ― 2,200円
・1泊(35ft以下) 一律11,000円
・1時間(35ft以下) 一律2,200円
・店舗利用等で割引サービスあり

⑲ 民間マリーナ　Ｌ ― ― ― ・臨時係留は行っていない

⑳ ― ― ― ・係留施設はない

① 湘南港

マリーナ等名称

民間マリーナ　Ａ

・左記は県内在住者料金
※県外在住者は２割増し

ひらつかタマ三郎漁港(新港)
フィッシャリーナ

民間マリーナ　Ｍ

民間マリーナ　Ｅ

民間マリーナ　Ｆ

みうら宮川フィッシャリーナ

民間マリーナ　Ｇ

民間マリーナ　Ｈ

民間マリーナ　Ｄ

民間マリーナ　Ｂ

民間マリーナ　Ｃ
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新旧対照表 

○港湾の設置及び管理等に関する条例

新 旧 

（利用の承認） （利用の承認） 

第４条 次の各号に掲げる港湾において当該各号に掲げる施設（これに附属す

る設備を含む。以下同じ。）のいずれかを利用しようとする者は、地方自治

法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項の規定により、知事が指定する

者（以下「指定管理者」という。）（第１号ア及びエ、第２号イ及びウ並び

に第４号にあつては、知事。次項において同じ。）の承認を受けなければな

らない。ただし、公開の施設の利用については、この限りでない。 

第４条 次の各号に掲げる港湾において当該各号に掲げる施設（これに附属す

る設備を含む。以下同じ。）のいずれかを利用しようとする者は、地方自治

法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項の規定により、知事が指定する

者（以下「指定管理者」という。）（第１号ア及びエ、第２号イ及びウ並び

に第４号にあつては、知事。次項において同じ。）の承認を受けなければな

らない。ただし、公開の施設の利用については、この限りでない。 

(１) 湘南港 (１) 湘南港

ア （略） ア （略）

イ 南物揚場、南二号物揚場、中央物揚場、北物揚場及び浮桟橋 イ 南物揚場、中央物揚場、北物揚場及び浮桟橋

ウ～ク （略） ウ～ク （略）

(２)～(４) （略） (２)～(４) （略） 

２ （略） ２ （略） 

別表第１（第11条関係） 別表第１（第11条関係） 

１ 岸壁利用料 （略） １ 岸壁利用料 （略） 

２ 係留料 ２ 係留料 

港湾名 施設名 

利用の期間
１箇月未満 

１箇月以上１

箇年未満 
１箇年 

港湾名 施設名 

利用の期間
１箇月未満 

１箇月以上１

箇年未満 
１箇年 

単位 １日 １箇月 １箇年 単位 １日 １箇月 １箇年 

 利用者県内に

住所を

有する

者 

県外に

住所を

有する

者 

県内に

住所を

有する

者 

県外に

住所を

有する

者 

県内に

住所を

有する

者 

県外に

住所を

有する

者 

 利用者県内に

住所を

有する

者 

県外に

住所を

有する

者 

県内に

住所を

有する

者 

県外に

住所を

有する

者 

県内に

住所を

有する

者 

県外に

住所を

有する

者 

船長 船長 

 湘南港 南物揚場 

中央物揚場 

北物揚場 

浮桟橋 

（略） 湘南港 南物揚場 

中央物揚場 

北物揚場 

浮桟橋 

（略）

南二号物揚

場 

６メートル

以下のもの 

9,670

円

11,600

円

（新規） 
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新 旧 

６メートル

を超え6.5

メートル以

10,880

円

13,050

円

下のもの 

6.5メート

ルを超え７

メートル以

下のもの 

12,090

円

14,500

円

７メートル

を超え7.5

メートル以

下のもの 

13,300

円

15,960

円

7.5メート

ルを超え８

メートル以

下のもの 

14,510

円

17,410

円

８メートル

を超え8.5

メートル以

下のもの 

15,720

円

18,860

円

8.5メート

ルを超え９

メートル以

下のもの 

16,930

円

20,310

円

９メートル

を超え9.5

メートル以

下のもの 

18,140

円

21,760

円

9.5メート

ルを超え10

メートル以

下のもの 

19,350

円

23,220

円

10メートル 19,350 23,220
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新 旧 

を超えるも

の 

円に10

メート

ルを超

円に10

メート

ルを超

える

0.5メ

ートル

までご

とに

1,210

円を加

算した

額 

える

0.5メ

ートル

までご

とに

1,450

円を加

算した

額 

（略） （略） 

 （略） （略） 

備考 １～４ （略） 備考 １～４ （略） 

５ 利用の期間が１時間に満たない場合における湘南港の南二号物揚

場の利用に係る係留料は、備考３の規定にかかわらず、１日の係留

料の額に８分の１を乗じて得た額（その額に10円未満の端数がある

ときは、これを切り捨てた額）とする。 

（新規） 

６・７ （略） ５・６ （略） 

２の２ 荷さばき地利用料 （略） ２の２ 荷さばき地利用料 （略） 

３ 陸置料 （略） ３ 陸置料 （略）

４ 船舶給水料 （略） ４ 船舶給水料 （略） 

５ 船舶修理施設利用料 （略） ５ 船舶修理施設利用料 （略） 

６ 港湾管理事務所利用料 （略） ６ 港湾管理事務所利用料 （略） 

７ 専用利用料 （略） ７ 専用利用料 （略） 
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横須賀市

三浦市

葉山町

逗子市

鎌倉市
藤沢市

江の島

茅ヶ崎市平塚市

大磯町

湘南マリーナ

大磯港

湘南サニーサイドマリーナ

葉山マリーナ

湘南港

葉山港

リビエラ逗子マリーナ

相模湾

SHONAN江の島桟橋を基点とする海上交通

渋滞を気にせず、富士山や江の島など
海から景色を楽しみながら移動できます
渋滞を気にせず、富士山や江の島など
海から景色を楽しみながら移動できます

運航案内
地図

SHONAN江の島桟橋を基点とする海上交通

Kanagawa Sea RideKanagawa Sea Ride
の運航が始まりました!

Kanagawa Sea RideKanagawa Sea Ride
ののかながわシーライド

海上タクシー
（乗合）

海上タクシー
（貸切）

チャーター
クルーズ

江ノ島電鉄
江ノ島駅

す
ば
な
通
り

134号

江
の
島
大
橋

至
 茅ヶ崎

至 鎌倉

腰
越
港

新
江
ノ島
水
族
館

江
の
島
弁
財
天

商
店
街

江の島
堤防

湘南モノレール
湘南江の島駅小田急江ノ島線

片瀬江ノ島駅

SHONAN
江の島桟橋
案内図

江の島
入り口

ヨットハウス

セン
ター
プロ
ムナ
ード

SHONAN
江の島桟橋

湘南港
灯台

湘南港

江の島
堤防

駐車場

電車でお越しのお客様
●小田急江ノ島線「片瀬江ノ島駅」より徒歩18分
●江ノ島電鉄「江ノ島駅」より徒歩23分
●湘南モノレール「湘南江の島駅」より徒歩23分

※利用には運航事業者への事前予約が必要です。
連絡先や運航の詳細は、「FeelSHONAN」ウェブサイトをご覧ください。▶

海上
保安署

江の島
セーリング
センター小田急

ヨットクラブ

かながわシーライド
乗場受付

12



【このチラシに関するお問合せ先】 神奈川県 県土整備局 都市部 交通政策課　☎045-285-0899 令和６年6月１日作成

海上タクシー（乗合）

海上タクシーの出航時間及び乗船料金は次のとおりです。乗船に当たり、事前に予約が必要です。

※大磯市の開催日（毎月第3日曜）のみ運航

電話番号 0463-23-8882
予約方法 電話予約

運航事業者 ㈱湘南マリーナ
所要時間 片道▶約30分
料金 片道▶5,000円

湘南港（SHONAN江の島桟橋） ⇌ 大磯港

1便
10：20
10：50
11：00
11：30

船着場
大磯港
湘南港
湘南港
大磯港

発
着
発
着

2便
12：20
12：50
13：00
13：30

定員 5名

※火曜はお休み

予約方法 利用予定日の1か月前～
前日まで電話予約

電話番号 046-875-0002運航事業者 ㈱葉山マリーナー
所要時間 片道▶約30分

料金 片道▶大人3,000円
小人1,500円

湘南港（SHONAN江の島桟橋） ⇌ 葉山マリーナ

1便
10：30
11：00
11：30
12：00

船着場
葉山マリーナ
湘南港
湘南港

葉山マリーナ

発
着
発
着

2便
12：30
13：00
13：30
14：00

3便
14：30
15：00
15：30
16：00

定員 10名

※火曜・水曜はお休み

電話番号 0467-24-1000

予約方法 利用予定日の1か月前～
4日前まで電話予約

運航事業者 ㈱リビエラリゾート
所要時間 片道▶約20分

料金 片道▶大人3,000円
小人1,500円

湘南港（SHONAN江の島桟橋） ⇌ リビエラ逗子マリーナ

1便
10：00
10：20
10：50
11：10

船着場
リビエラ逗子マリーナ

湘南港
湘南港

リビエラ逗子マリーナ

発
着
発
着

2便
12：00
12：20
12：50
13：10

3便
13：30
13：50
14：20
14：40

8名定員

海上タクシー（貸切）・チャータークルーズ

相模湾の港やマリーナと湘南港SHONAN江の島桟橋との間を貸切で移動する「海上タクシー」や、
チャータークルーズについては、「Feel SHONAN」ウェブサイトをご覧ください。

「Feel SHONAN」
ウェブサイトは
こちらから
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Ⅲ 真鶴港の指定管理者の選定手続の再開について 

真鶴港については、令和６年４月から県が直接管理を行なっているが、

令和７年４月から指定管理者による管理運営とするため、指定管理者の選

定手続を再開することとしたので報告する。 

１ 経緯 

令和６年度以降の真鶴港の指定管理者については、真鶴町（以下「町」

という。）を指定管理者候補として非公募で選定手続を進めてきた。し

かしながら、令和５年８月時点で、リコールの是非を問う住民投票が行

われることになるなど、町政の先行きが不透明な状況であったことから、

令和６年４月以降、町の執行体制が安定するまでの当面の間、真鶴港の

管理を県が直接行うこととし、指定管理者の選定手続を中断している。 

２ 選定手続の再開 

町から、令和６年５月20日付け文書により、執行体制が整ったので、

令和７年４月からの真鶴港の管理を行いたく、手続の再開をお願いした

いとの意向が示された。県は、町の体制は再び管理を任せられる状況と

判断し、指定管理者の選定手続を再開することとした。 

(1) 選定手続

令和５年３月及び６月の建設・企業常任委員会で報告した、町を指

定管理者候補として非公募とすることや、外部評価委員会委員（案）、

指定管理者の選定基準（案）といった決定事項を引き継ぎ、手続を再

開する。 

(2) 指定期間

町が令和７年４月からの管理を希望していることや、今後の審査や

県議会の議決などに一定の期間を要することから、指定期間の始期は

令和７年４月１日とする。また、終期は、令和５年３月の建設・企業

常任委員会で報告した令和11年３月31日とし、指定期間は４年間とす

る。 
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３ 今後の予定 

令和６年７月～ 町からの申請書類受付 

令和６年10月～ 外部評価委員会等による候補者選定 

令和６年11月  第３回県議会定例会（後半）に、指定管理者の指定

議案を提出 

令和７年４月 指定管理者による管理運営開始 

（参考）これまでの経緯 

令和５年３月１日 建設・企業常任委員会に次の内容を報告 

・ 町を指定管理者候補として非公募とする

・ 指定期間は令和６年４月１日～令和11年３月31日

の５年間とする

・ 外部評価委員会委員（案）

令和５年６月30日 建設・企業常任委員会に次の内容を報告 

・ 指定管理者の選定基準（案）

令和５年８月29日 県から町に次の内容の通知文を発出 

・ 令和６年４月以降、町の執行体制が安定するまで

の当面の間、県が真鶴港を直接管理する

令和５年９月28日 建設・企業常任委員会に次の内容を報告 

・ 令和６年４月以降、町の執行体制が安定するまで

の当面の間、真鶴港の管理を県が直接行う

・ 町の執行体制が安定し、真鶴港の管理を再び任せ

られると判断できれば、指定管理者の選定手続を再

開する予定である

令和６年５月21日 町から次の内容の文書を受領 

・ 現在は執行体制が整っており、令和７年４月から

の真鶴港の管理に当たって、指定管理者の選定手続

の再開をお願いする
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